
１

浦安市球技場等管理規則の一部を改正する規則

浦安市球技場等管理規則（平成２年教育委員会規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。

第３条第２項中「サッカーにあっては」を「少年サッカー（小学生が行うサ

ッカーをいう。以下同じ。）にあっては構成員８人以上、サッカー（少年サッ

カーを除く。）にあっては」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

別記第１号様式及び第１号様式の２を次のように改める。



２



３



４

別記第３号様式、第５号様式及び第７号様式中「浦安市教育委員会 様」を

「（宛先）浦安市教育委員会」に改める。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。


